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「店頭外国為替証拠金取引 取引説明書」の一部改正について 
 

 

（平成 31年３月 25日） 

現行 変更後 

（枠 内） 

カバー取引について 

カバー先の商号 業務内容 監督当局 

ロイヤルバンク・オ

ブ・スコットラン

ド・ピーエルシー 

（省 略） （省 略） 

GTX Bermuda Ltd 

 
 

（省 略） バミューダ

金融局 

 

１.本取引のルールおよび仕組みについて 

(1)～(3)       (省 略) 

(4) 取引の方法 

①～⑤       (省 略) 

⑥スワップポイント 

(a)～(b)     (省 略) 

(c)差損益金およびスワップポイントの本口座への

反映日 

お取引の結果生じた差損益金およびスワップポ

イントにつきましては、双方とも発生日に本口座

に反映されます。 

 

 

 
⑦～⑨       (省 略) 

 

２.～７.       (省 略) 

 

(別 紙) 

２ 取引通貨ペアの種類、最小変動幅、レバレッジおよび最

小売買単位 

 シストレ24 

最小売買単位 １ｋ（1,000 通貨） 

※2014年３月31日以降、最

低取引数量は５ｋ。ただし、

ストラテジーによっては、

最低取引数量が５ｋ以上に

設定されている場合があり

ます。 
 

 

３ 必要証拠金額の算出方法 

(1)個人のお客様 

(省 略) 

(2)法人のお客様 

(省 略) 

※金融先物取引業協会が金曜日に公表した「為替リス

ク想定比率」の値を翌週土曜日に適用します。 

 

（枠 内） 
カバー取引について 
カバー先の商号 業務内容 監督当局 

ナットウェス

ト・マーケッツ・

ピーエルシー 

（現行通

り） 
（現行通り 

） 

360TGTX.inc 

 
 

（現行通

り） 
ドイツ連邦金

融監督局 

 

１.本取引のルールおよび仕組みについて 

(1)～(3)       (現行通り) 

(4) 取引の方法 

①～⑤       (現行通り) 

⑥スワップポイント 

(a)～(b)     (現行通り) 

(c)差損益金およびスワップポイントの本口座への

反映日 

お取引の結果生じた差損益金およびスワップポ

イントにつきましては、双方とも発生日に本口

座に反映されます。 

なお、スワップポイントの取引口座への反映は、

取引開始後に順次行いますので、お客様毎に反

映時間が異なります。 

⑦～⑨       (現行通り) 

 

２.～７.       (現行通り) 

 

(別 紙) 

２ 取引通貨ペアの種類、最小変動幅、レバレッジおよび最

小売買単位 

 シストレ24 

最小売買単位 ５ｋ（5,000 通貨） 

ただし、ストラテジーによっ

ては、最低取引数量が５ｋ超

に設定されている場合があ

ります。 

※2014年３月31日以前に設

定された取引の最低取引数

量は１ｋ。 

 

３ 必要証拠金額の算出方法 

(1)個人のお客様 

(現行通り) 

(2)法人のお客様 

(現行通り) 

※為替リスク想定比率とは、金融先物取引業協会が過

去の価格の値動きを元に算出する証拠金率です。毎

週、金曜日に発表され、翌々週に適用します。 
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現行 変更後 

 

６ ロスカットルール 
 トライオート FX 

プレアラートメール （省 略） 

アラートメール （省 略） 

ロスカット 有効比率が個人 50％、法人は

100％以下となった場合には、

未約定の注文をすべて取消し

たうえで、すべてのポジショ

ンを強制決済（ロスカット）し

ます。 

判定間隔 （省 略） 

注意事項 （省 略） 

※取引終了直前にロスカットの対象となり、同一営業

日内に全建玉の強制決済が完了しなかった場合、未

完了のロスカットは、翌営業日開始直後に行われま

す。 
※～※        （省 略） 

 (追 加) 

 

 

 

 

 

 

 

８ 注文の種類 

（省 略） 

②指値注文 

（省 略） 

トライオート FX 

○ 

※1 お客様の指定価格で約定しますが、月曜日や日次

処理終了後の取引開始時は、お客様の条件を満た

した最初の価格が約定価格となります 

※2 発注時の当社価格と指定価格が同価格の場合、当

社は受注し、受注した時点の次の配信価格から約

定判定を開始します。 

※3 発注可能な指定価格に制限がございます。詳細は

ホームページまたは操作マニュアルをご参照く

ださい。 

 

 

 

 

 

③逆指値注文（ストップ） 

（省 略） 

トライオート FX 

○ 

※1 発注時の当社価格と指定価格が同価格の場合、当

社は受注し、受注した時点の次の配信価格から約

定判定を開始します。 

※2 発注可能な指定価格に制限がございます。詳細は

ホームページまたは操作マニュアルをご参照く

ださい。 

 

６ ロスカットルール 

 トライオート FX 

プレアラートメール （省 略） 

アラートメール （省 略） 

ロスカット 有効比率が個人 50％、法人は

100％以下となった場合には、

すべてのポジションを強制決

済（ロスカット）し、未約定の

注文をすべて取消します。 

 

判定間隔 （省 略） 

注意事項 （省 略） 

※シストレ 24を除き、取引終了直前にロスカットの対

象となり、同一営業日内に全建玉の強制決済が完了

しなかった場合、未完了のロスカットは、原則翌営

業日開始直後に行われます。 

※～※       （現行通り） 

※「トライオート FX」は、ロスカット判定時に有効なレ

ートが配信されている建玉のみロスカットの対象とな

り、有効なレートが配信されていない建玉はロスカッ

トの対象外となります。なお、ロスカット判定時に有

効なレート配信がされていたが、ロスカット実行時に

有効なレート配信が行われていない建玉は、有効なレ

ート配信がされ次第、ロスカットが行われます。 

 

８ 注文の種類 

（現行通り） 

②指値注文 

（現行通り） 

トライオート FX 

○ 

※1 お客様の指定価格で約定しますが、月曜日や日次

処理終了後の取引開始時は、お客様の条件を満た

した最初の価格が約定価格となります 

※2 ただし、例外として新規注文発注時の指値価格が

当社価格と同価格の場合、当社は受注し、受注し

た時点の次の配信価格から約定判定を開始しま

す。 

決済注文発注時の指値価格がすでに約定すべき条

件を満たしている場合、指定した価格が約定価格

となります（この場合、当社価格と比べ、お客様

の約定価格は不利になる場合がございます）。 

※3 発注可能な指定価格に制限がございます。詳細は

ホームページまたは操作マニュアルをご参照く

ださい。 

③逆指値注文（ストップ） 

（現行通り） 

トライオート FX 

○ 

※1 ただし、例外として新規注文発注時の逆指値価格

が当社価格と同価格の場合、当社は受注し、受注

した時点の次の配信価格から約定判定を開始しま

す。 

決済注文発注時の逆指値価格がすでに約定すべき

条件を満たしている場合、発注後すぐに当社価格



  3  

現行 変更後 

 

 

 

 

 

９ 約定ルール 

(1)～(4)       (省 略) 

(5)約定の訂正等 

お客様の注文の約定は、「11．取引レート」に記載して

いる方法により生成した価格により行いますが、当社

のシステム障害やカバー取引先のレート誤配信など

により本来あるべき価格で約定しなかったなどによ

り、お客様に本来発生していなかったはずの利益また

は損失が発生する可能性があります。 

その場合、当該約定の結果と本来のあるべき結果との

差額について、次の通り処理いたします。 

①お客様が益勘定となった場合は、原則として、当該

益金相当額をお客様の証拠金預託額から差引く。 

②お客様が損勘定となった場合は、当該損金相当額を

お客様の証拠金預託額に組入れる。 

③①②の処理を行う場合、当社からお客様に対し、

速やかに、Myページ、取引画面、電子メールまた

は電話などで、ご連絡いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で約定します。 

※2 発注可能な指定価格に制限がございます。詳細は

ホームページまたは操作マニュアルをご参照くだ

さい。 

 

９ 約定ルール 

(1)～(4)       (現行通り) 

(5)約定の訂正等 

当社がサービスを提供するすべての商品のお取引に

ついて、システム障害発生前にお客様から受注してい

る注文がシステム障害の影響により以下の事象に該

当した場合、当社の判断において本来約定していた価

格にて約定をつける措置、あるいは本来の価格との差

額もしくは反映されるべき金額を調整金の入出金に

て調整する措置を実施させていただきます。 

① 受注済みの注文等 

(a)本来約定すべき注文が執行されなかった場合 

(b)本来約定すべき注文が遅延して約定した場合 

(c)本来変更または取消されるべき注文が正常に執

行されずに約定した場合 

(d)本来付与されるべきスワップポイント、金利相

当分、配当相当分および分配金相当分が不当に

反映された場合または反映されなかった場合 

(e)本来反映されるべき入出金が反映されなかった

場合または本来反映されるべきではない入出金

が反映された場合 

(f)シストレ 24において、ストラテジーより決済シ

グナルが発信されたが、システム障害等の影響

により、シグナルどおり注文が執行されなかっ

た場合 

(g)トライオート FXおよびトライオート ETFにおい

て、システム障害発生前に設定された自動売買

の決済注文および決済注文の同時発注を設定し

ているマニュアル注文が、システム障害等の影

響により、設定どおり決済注文が執行されなか

った場合 

(h)(a)から(g)のほか、取引結果および入出金結果

がお客様の口座に正常に反映されていないと当

社が判断した場合 

当社がサービスを提供するすべての商品のお取

引について、以下の事象に該当した場合、 本来

約定していた価格にて約定をつける措置あるい

は本来の価格との差額を調整金の入出金にて調

整する措置は行いません。 

② 受注していない注文等 

(a)以下の(イ)から(ハ)の場合において、注文の受

注記録が存在しない場合。 

(イ)本来約定すべき注文が執行されなかった場

合 

(ロ)本来変更または取り消されるべき注文が執

行されずに約定した場合 

(ハ)(イ)(ロ)の注文が受注されなかったことに

より本来付与されるべきスワップポイント

や金利相当分、配当相当分が不当に反映さ
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現行 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 トライオート FXに関する重要事項 

（1）～（2）     （省 略） 

（3）        （省 略） 

①          （省 略） 

②          （省 略） 

③          （省 略） 

（省 略） 

（4）～（7）     （省 略） 

（8)         （省 略） 

  ①        （省 略） 

  ②自動売買 

自動売買には 2種類の設定方法があります。 

・DIY型 

自動売買パネルよりお客様ご自身で取引手法を設

定し、自動的に売買を行う取引です。 

・セレクト型 

当社が用意する自動売買セレクトの中から、お客

様に仕掛けを選択していただき、自動的に売買を

行う取引です。 
 

 

 

（9）        （新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れたまたは反映されなかった場合 

(b)シストレ 24において、ストラテジーより新規シ

グナルが発信された、またはマニュアル注文に

より新規注文・決済注文が発注されたが、システ

ム障害等の影響により、指示通り注文が執行さ

れず、受注記録も存在しない場合。 

(c)トライオート FXおよびトライオート ETFにおい

て、自動売買注文およびマニュアル注文が、シス

テム障害等の影響により、設定通り新規注文が

執行されず、受注記録も存在しない場合。 

(d)インターネット回線の障害や取引所障害等の当

社の責めに帰さない事由の場合 

上記処理を行う場合、当社からお客様に対し、速やか

に、Myページ、取引画面、電子メールまたは電話など

で、ご連絡いたします。 
 

13 トライオート FXに関する重要事項 

（1） ～（2）    （現行通り） 

（3）        （現行通り） 

①         （現行通り） 

②         （削 除） 

②         （現行通り） 

（現行通り） 

（4） ～（7）    (現行通り） 

（8）        （現行通り） 

  ①       （現行通り） 

  ②自動売買 

自動売買には 2種類の設定方法があります。 

・DIY型 

自動売買パネルよりお客様ご自身で取引手法を設

定し、自動的に売買を行う取引です。 

・セレクト型 

当社が用意する自動売買セレクトの中から、お客

様に仕掛けを選択していただき、自動的に売買を

行う取引です。 

※同じ仕掛けを選択されていても、相場やシステ

ム状況により発注タイミングが異なる場合があ

ります。 

（9） 自動売買注文の新規注文（カウンターおよびフォロ

ー）は発注時の当社価格により指値注文および逆指

値注文（またはどちらかのみ）を当社システムが判

断して発注します。 

■買い注文の場合 

・カウンターにより発注される指値注文の指定価

格が発注時に、Ask 価格を上回った場合は、当社

システムにて再判断し、逆指値注文に変更して

発注します。 

・フォローにより発注される逆指値注文の指定価

格が発注時に、Ask 価格を下回った場合は、当社

システムにて再判断し、指値注文に変更して発

注します。 

・カウンターとフォローの同時発注時に両方の指

定価格が Ask価格を上回った場合、当社システ

ムにて再判断し、カウンターの指値注文を逆指

値注文に変更して発注します。 
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現行 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)         (省 略) 

 

以上 

 

平成30年11月３日 

 

 

・カウンターとフォローの同時発注時に両方の指

定価格が Ask価格を下回った場合、当社システ

ムにて再判断し、フォローの逆指値注文を指値

注文に変更して発注します。 

■売り注文の場合 

・カウンターにより発注される指値注文の指定価

格が発注時に、Bid 価格を下回った場合は、当社

システムにて再判断し、逆指値注文に変更して

発注します。 

・フォローにより発注される逆指値注文の指定価

格が発注時に、Bid 価格を上回った場合は、当社

システムにて再判断し、指値注文に変更して発

注します。 

・カウンターとフォローの同時発注時に両方の指

定価格が Bid価格を上回った場合、当社システ

ムにて再判断し、フォローの逆指値注文を指値

注文に変更して発注します。 

・カウンターとフォローの同時発注時に両方の指

定価格が Bid価格を下回った場合、当社システ

ムにて再判断し、カウンターの指値注文を逆指

値注文に変更して発注します。 

その他、詳しくは当社ホームページをご覧くださ

い。 

 

(10)         (現行通り) 

 

以上 

 

平成31年３月25日 
 

 

 


	６ ロスカットルール
	６ ロスカットルール

